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家畜衛生だより

６例目：三豊市採卵鶏農場（約１４万７千羽）
※６例目の疫学関連農場 計４農場（２０万８千羽）

（ア）採卵鶏（約 １万９千羽）

（イ）採卵鶏（約１１万６千羽）

（ウ）肉用鶏（約 ５万７千羽）

（エ）肉用鶏（約 １万６千羽）
・11/19、当該農場管理者から西部家畜保健衛生所に「死亡羽数の増加」の連絡
・県が立入検査を行い、簡易検査を実施したところ、13羽中11羽（死亡鶏11羽中10羽、
生存鶏2羽中1羽）の陽性を確認

・遺伝子検査の結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認

７例目：三豊市採卵鶏農場（約４９万５千羽）
・11/19、当該農場管理者から西部家畜保健衛生所に「死亡羽数の増加」の連絡
・県が立入検査を行い、簡易検査を実施したところ、13羽中2羽（死亡鶏11羽中1羽、
生存鶏2羽中1羽）の陽性を確認

・遺伝子検査の結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認

香川県で高病原性鳥インフルエンザ続発！
６例目（および６例目の関連４農場）・７例目の疑似患畜確認

疫学関連農場が疑似患畜となる場合
発生から遡って7日～現在までの間に、
・発生農場で飼養管理を行った者が、発生農場に立ち入り後、
他の農場においても飼養管理を行った場合

・発生農場の家きんと接触したことが明らかになった家きん

鳥インフルエンザが発生した場合、過去21日間の「家きんの移出入」「複数農場
の衛生管理区域内で作業を行う人・車両の出入り」「卵・堆肥の出荷」を
調査します。発生の7日以内に他の農場等の衛生管理区域に出入りした場合には、
消毒の実施状況等を勘案して、その農場に飼養されている家きんを「疫学関連家
きん」とします。感染拡大の防止には、早期の疫学関連家きんの特定が重要です。
発生を疑う場合、すみやかな調査のために、飼養衛生管理基準に定められた記録
の保管を実施してください。

飼養衛生管理基準の再徹底を！
＜衛生管理区域内に入る・出る際＞
【人】 専用の衣服・長靴の着用、手指消毒、必要のない者は入れない
【車両、物品】 荷台・タイヤ・フロアマット等の洗浄・消毒

＜記録の作成・保管＞
人、車両、物品、鶏・卵の導入・出荷、鶏の異状、消毒実施の有無等

患畜又は疑似患畜が確認された
農場と同一の飼料運搬車両等が

出入りしている農場



南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※休日、夜間は転送されますので必ず５回以上のコールをお願いします。

鹿児島県出水市で、11月15日（日）にオナガガモ1羽、
16日（月）にスズガモ1羽の死体が回収され、A型鳥イ
ンフルエンザウイルス遺伝子の陽性が確認されました。
※現時点では、遺伝子検査により陽性が確認された段階で
ある為、病性は未確定であり、高病原性鳥インフルエン
ザが確認されたわけではありません。
今後、鹿児島大学で確定検査を実施予定。

農場全体で警戒を高め、早期に対策の実施をお願いします！
国内の養鶏農家および野鳥において、例年にない早さで高病原性鳥インフルエンザの発生が確認
されています。農場および観光牧場で鶏に関わる全ての方々や鶏を愛玩飼育されている方におか
れましては、なお一層の危機意識を強め、早期に飼養衛生管理の見直し等の対策をお願いします。

高病原性鳥インフルエンザ防疫のため、以下の徹底を！！

☆農場に出入りする際の人・物・車の消毒の徹底

☆鶏舎周辺、農場敷地周縁への消石灰散布

☆家きん舎ごとの長靴・手袋・作業着の交換、長靴・手指の消毒の実施

☆防鳥ネット※・金網・ロールカーテン等の破損の確認、修繕
※防鳥ネットの網目の大きさは２㎝以下又はこれと同等の効果を有するもの

☆鶏舎の隙間（壁、集卵ベルト、除糞ベルトなど）の確認・補修
→段ボールによる応急措置も含めて早急に対策をお願いします。

☆毎日の健康観察、早期発見・早期通報

「死亡家きんが増えた」「元気消失した家きんが増えた」など
何か少しでも異常を見つけた場合には、直ちに家畜保健衛生所に連絡を！


